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南信州広域連合議会 総務産業委員会 

 

日 時  令和５年５月２９日（月）  午前１０時２９分～午前１０時３４分 

場 所  エス・バード Ｂ２０１会議室 

出席者  宮澤副委員長、後藤（章）委員、木下（幸）委員、坂巻委員、平松委員、 

     三浦委員、大蔵委員、福澤委員、古川委員、山崎委員 

事務局  吉川事務局長、壬生広域振興係長 

 

 

１．開 会 

２．協議事項 

No 項      目      名 資料 頁 

１ 委員長の互選について  ４ 

３．閉 会 
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１．開 会                                午前１０時２９分 

（宮澤副委員長） ただいまから、南信州広域連合議会総務産業委員会を開会いたします。 

        現在、当委員会の委員長が欠けておりますので、南信州広域連合議会委員会条例第１

０条第１項の規定により、副委員長が委員長の職務を行うことといたします。 

        現在の出席委員は、１０名であります。 

 

２．協議事項 

（１）委員長の互選について 

（宮澤副委員長） それでは、協議事項に入ります。 

        「委員長の互選について」を議題とします。 

        これより、南信州広域連合議会委員会条例第７条第２項の規定により、委員長の互選

を行います。 

        南信州広域連合議会会議規則第１０７条第１項の規定により委員長及び副委員長の互

選は、それぞれ単記無記名投票で行うとされておりますが、南信州広域連合議会の申合

せにより、総務産業委員会の委員長は飯田市議会の産業建設委員長が候補者として選出

されております。候補者がお一人ですので、会議規則第１０７条第５項の規定により、

指名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

（宮澤副委員長） 御異議なしと認めます。 

        よって、互選の方法は指名推選によることに決定いたしました。指名方法につきまし

ては、副委員長において指名することといたしますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

（宮澤副委員長） 異議なしと認めます。 

        よって、副委員長において指名することに決定いたしました。 

        委員長に、福澤克憲君を指名いたします。 

        お諮りいたします。 

        ただいま、副委員長において指名いたしました福澤克憲君を委員長に選出することに、

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

（宮澤副委員長） 異議なしと認めます。 

        よって、委員長に福澤克憲君が選出されました。 

        福澤委員長は、委員長席へ移動をお願いします。就任のあいさつもよろしくお願いし

ます。 

        以上をもちまして、委員長を交代いたします。 

（福澤委員長） 改めまして、皆さんこんにちは。 

        ただいま、委員の皆さんの互選により委員長に選出いただきました福澤克憲と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

        委員長をやらせていただくに当たりまして、一言ごあいさつをさせていただきたいと

思います。 

        本日お集まりの委員の皆さんは、それぞれの市町村で議会の議員としてのお立場があ

り、そしてその延長として広域連合に出席をいただいておるという認識をしております。
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また、この広域連合としての案件というのは、各市町村での政策はもちろんであります

けれども、それを広く捉えた広域全体としてやっていったらいいのではないか、効果が

あがるのではないか、そうした事業を行っている扱っている案件を広域連合という事で

認識をしております。 

        そして、この常任委員会も先輩の皆さんがどういう形にしていったら運営ができるの

か、そんな検討をいただきながら試行錯誤した中で、それこそ３年目になります。常任

委員会が始まって３年目になります。生まれたばかりになりますけれども、そういった

意味で各市町村で取り組んでいる事案、いろんな意味でいい部分もあると思います。み

んなで力を合わせながらこの委員会を盛り上げていっていただきたいと思いますので、

委員長としては力不足でありますので、皆さんの力をお借りして精いっぱい頑張ってま

いりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

        それでは、協議事項に入りたいと思いますけれども、本日の協議事項は以上のようで

ありますので、その他、委員の皆様から何かあればお話しいただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。よろしいですね。ありがとうございます。 

        それでは、協議事項は以上となります。 

 

３．閉会 

（福澤委員長） 以上で、本日の議題は終了いたしました。 

        これをもちまして、総務産業委員会を閉会といたします。大変お疲れさまでした。 

 

閉 会  午前１０時３４分 
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南信州広域連合議会委員会条例２８条の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

 

 

    南信州広域連合議会 総務産業委員長                  
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